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（午前１０時４５分 開議）

〇委員長（佐々木 肇） ただいまから本日の使用済燃料中間貯蔵施設に関す

る調査検討特別委員会を開きます。

ただいまの出席委員は21人で定足数に達しております。

本日の審査は、前回報告を受けました令和６年８月21日以降、リサイクル

燃料備蓄センターの事業開始に至るまでの経緯等のほか、当委員会が所管す

る事項について経過と現状について確認し、質疑を行うことといたします。

これより審査を行いますが、本日はまず理事者側より説明を受けた後に、

各委員からの質疑へと進めてまいりますので、ご了承願います。

ここで質疑の方法についてお諮りいたします。本日の審査における質疑に

つきましては、会議規則第116条のただし書の規定により、１人３回までと

したいと思いますが、このことについてご意見ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） ご異議なしと認めます。よって、本日の審査におけ

る質疑については、１人３回までとすることと決定いたしました。

それでは、理事者の説明を求めます。危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） おはようございます。リサイクル燃料備蓄

センターの事業開始について資料に基づきご説明いたします。

エフエムアジュールをお聞きの皆様におかれましては、市のホームページ

に資料を掲載しておりますので、御覧いただきたいと存じます。

１ページをお開き願います。前回特別委員会開催以降のこれまでの主な経

緯についてでございます。まず、８月22日に市議会特別委員会を開催してい

ただき、安全協定締結についてご報告させていただいて以降、９月26日にリ

サイクル燃料備蓄センターへの１基目の金属キャスク搬入が実施されまし

た。その後、リサイクル燃料貯蔵株式会社における最終使用前事業者検査の

実施を経て、11月６日に同社が原子力規制委員会から使用前確認証を受領し

まして、正式に事業開始となりました。それに伴い、11月７日にリサイクル

燃料貯蔵株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、日本原子力発電株

式会社の３社から事業開始報告を受けたところでございます。

２ページをお開き願います。リサイクル燃料備蓄センターへの１基目の金

属キャスク搬入についてでございます。９月26日に柏崎刈羽原子力発電所か

ら使用済燃料を収納した金属キャスク１基が同センターに搬入され、その際、

市及び県の担当部局において、安全協定に基づく立入調査を実施しておりま

す。

調査では、資料の写真のとおり、輸送船の接岸やキャスクの荷役、キャス
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クの陸送の作業等について適正に実施されていることを確認いたしました。

立入調査結果のポイントといたしましては、荷揚港岸壁における作業、検

査状況、陸上輸送状況について調査し、一連の作業が関係法令の遵守の下に、

安全に終了したことを確認しており、併せて実施した環境放射線測定の結果

でも、使用済燃料の受入れに伴う周辺の住民及び周辺の環境への影響は認め

られなかったことを確認してございます。

３ページをお開き願います。リサイクル燃料貯蔵株式会社、東京電力ホー

ルディングス株式会社、日本原子力発電株式会社による事業開始報告につい

てでございます。11月７日に宮下知事と山本市長による貯蔵建屋の視察を実

施し、使用済燃料が収納された金属キャスクの保管状況を確認いたしました。

また、同日リサイクル燃料貯蔵株式会社、東京電力ホールディングス株式

会社、日本原子力発電株式会社による事業開始報告に対応しております。

リサイクル燃料貯蔵株式会社、高橋社長による事業開始報告のポイントと

いたしまして、11月６日に原子力規制委員会から使用前確認証を受領し、炉

規制法に基づく事業開始となったこと、また引き続き安全最優先で事業に取

り組むとともに、事業の透明性を高め、地域に根差した事業運営に努めてい

くという内容の発言がございました。

４ページをお開き願います。事業開始報告に対する市長発言のポイントと

いたしまして、「2000年 11月に当市から立地可能性調査の依頼をさせていた

だいてから、これまでともに歩みを進めてきた中間貯蔵事業の正式稼働を迎

えたことは、むつ市政にとっても、大変意義深いものと受け止めている。引

き続き、安全最優先で事業運営していただくとともに、適切な情報公開と広

報活動によって、市民の皆様に、事業の安全性に関する正しい理解を持ち続

けていただけるように、誠意を持って取り組んでいただきたい。青森県共創

会議において、今後、具体化して取り組んでいくこととされている、当市の

防災安全対策や地域振興政策への引き続きの協力をお願いしたい。最終貯蔵

量5,000トンを展望した中長期的な搬入計画について、キャスク調達の見通

し、サイトの運用方針等の速やかな調整・検討を進めていただき、将来的な

２棟目建設への道筋をつけていただきたい。今後の論点は、搬出先の明確化

に集中するものと認識しており、次期エネルギー基本計画に明示的に示すこ

とについて、先月開催された原子力政策地域会議においても、市として国に

対して要望しているところであり、事業者の皆様にも、このことには国とと

もにしっかりと取り組んでいただきたい」という内容を事業者の方々にお伝

えしたところでございます。

以上を踏まえまして、今後もリサイクル燃料貯蔵株式会社の事業運営に際
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しましては、市といたしまして、安全確保の状況をしっかり監視するととも

に、当該事業の推進により、これまで以上に市政発展が図られるよう、関係

機関と連携、協力し取り組んでいくこととしたいと考えてございます。

リサイクル燃料備蓄センターの事業開始について、ご説明は以上でござい

ます。

〇委員長（佐々木 肇） それでは、質疑に入ります。ただいまの説明に対し、

質疑ありませんか。佐藤武委員。

〇委員（佐藤 武） もうちょっと大きな声で話をしたいと思います。３点お

伺いします。

１点目は、「立入調査結果のポイント」のところの「関係法令遵守のもと

に安全に終了した」というふうに示されていますけれども、私もちょっと不

案内で分からないので、この関係法令について詳しく説明していただきたい

と思います。法令全部、全部というか、法令名あるいは何条というのが分か

れば、そこもぜひお願いしたいと思います。

２点目です。この間の事業開始報告の②のところなのですが、キャスクの

調達見通し、そして将来的な２棟目建設への道筋をつけてほしいということ

ですが、これに対して何らかの回答があったのかどうか、そのことについて

２点目お伺いします。

３点目ですが、次期エネルギー基本計画に明示的に示してほしいという市

の意向があるわけですけれども、具体的にどういうふうな文言を考えている

のか、お持ちでしたらお願いします。

以上、３点です。

〇委員長（佐々木 肇） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） 佐藤武委員のお尋ねの１点目、関係法令に

ついてお答えいたします。

輸送船内における検査の法令上の基準、こちらは核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律、核燃料物質等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する規則に定められております。

以上でございます。

〇委員長（佐々木 肇） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） 私のほうからは、２点目のキャスクの見通しと

２棟目の回答というところ、あと３点目の次期エネルギー基本計画への記載

というところについてお話ししたいと思います。

ま ず は 、 先 般 の 事 業 者 か ら の 事 業 開 始 の 報 告 の 際 に 、 市 長 の ほ う か ら

5,000トンを展望した中長期的な搬入計画というところと、あと２棟目の建



- 6 -

設への道筋をというところをお話しさせていただいておりますけれども、こ

れにつきましては、今のところ特に明確な回答があるわけではございません。

適切な時期にお示ししたいというところでの発言でとどまっているものと認

識しております。

また、次期エネルギー基本計画への記載というところにつきましては、こ

れは７月に知事と当時の齋藤経済産業大臣との対話の中で、そのような話が

あったというふうに認識しておりまして、今後エネルギー基本計画が具体的

に明示されましたら、前回のときもそうでしたけれども、必要に応じてパブ

リックコメントや、そういうところで発言させていただくとともに、また必

要であれば国のほうにも要望していくということが必要だと考えているとこ

ろでございます。

以上です。

〇委員長（佐々木 肇） 佐藤武委員。

〇委員（佐藤 武） ３点目なのですが、ということは、今のところは市とし

て次期エネルギー基本計画について、これから問題になるのが恐らく搬出先

の明確化ということだろうということなのですが、具体的に市として明示し

てほしい文言とかは今のところは考えていないということでいいですか。

〇委員長（佐々木 肇） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

搬出先の明確化というところにつきましては、国のほうでも再処理工場の

稼働ですとか、いろんな取組を進めているところでございますので、そうい

ったものについて、先ほども話ししましたとおり、次期エネルギー基本計画

にどのように記載されるのかというのを含め、確認しながら対応を考えてま

いりたいというふうに考えてございます。

以上です。

〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。中村正志委員。

〇委員（中村正志） 50年間貯蔵ということでありますけれども、この50年間

の起点になる日というのは、搬入された９月26日なのか、あるいは正式に事

業開始となった11月６日なのか、その辺りについてお聞きしたいと思います。

〇委員長（佐々木 肇） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたします。

この50年の起点となる部分は、搬入をされた９月26日となってございます。

〇委員長（佐々木 肇） 中村正志委員。

〇委員（中村正志） ありがとうございます。当初のお話ですと、事業開始と

いうのは令和６年上期というふうなお話を聞いていたのですが、これでいく
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と正式な事業開始が11月６日ということになると、令和６年下期にずれたこ

とになるかと思うのですけれども、それによる市政への影響とかというのは

ございますか。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） これまでも答弁させていただいたとおり、安全最優先に、

時期にこだわらず市民の皆さんの不安を払拭する、そのことを事業者にこれ

までもお伝えしてまいりましたので、私たちとしては市政への影響はないも

のと認識をしております。

〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） 事業開始報告に対する市長発言のポイントについて、ち

ょっとお伺いいたします。

最後の５番目のところで、「今後の論点は、搬出先の明確化に集中するも

のと認識している」、「このことには国とともにしっかりと取り組んでいた

だきたい」とあります。まず、誘致を決定したのは、やはり財政が厳しい状

況の中で誘致されていると思います。それで、搬出というこの時期に、この

地域の財政がどういう状況になっているか、それがすごく大きなキーポイン

トになっていくのではないかと思っております。そのためには、地域の防災

安全対策や地域振興政策、青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に

関する共創会議、ここがこれからとても重要なキーポイントになっていくの

ではないかと思っておりますが、市長としては、この地域をどのような地域

として、もちろん安全安心は第一優先ですけれども、地域の経済に対してど

ういう方向性を考えていらっしゃるのかお聞かせください。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） 50年先の財政がどうなっているかということは、搬出に

ついては一切関係ありません。これは、市民の皆さんとのお約束で立地協定

にも書かれておりますし、安全協定、覚書にも記載をさせていただいており

ますけれども、50年で搬出いただく、これは財政の状況がいい、悪いに関係

なくお約束は果たしていただく。

その上で、50年間安全に中間貯蔵施設を稼働していただく、これは安全最

優先に事業を運営していただくとともに、青森県・立地地域等と原子力施設

共生の将来像に関する共創会議をはじめとして、当市の防災安全対策、地域

振興策を引き続き協力をお願いしたいと申し上げましたのは、青森県・立地

地域等と原子力施設共生の将来像に関する共創会議の中に５つの柱を掲げて

おります。その最初の大きな一番の柱が防災安全対策、下北半島縦貫道路を

はじめとする避難道路の整備、そして現在整備しておりますデジタル防災セ
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ンター、こちらも含めて市民の安全をまずは確保していく。

２点目が、濵田委員おっしゃるとおり、経済の部分でございますけれども、

使用済燃料中間貯蔵のキャスク製造工場をはじめとした産業、50年後の先、

中間貯蔵施設がなくとも、新しい産業を産んで、この地域に若い人が働く場

所をつくっていく、この取組をスマート農業をはじめとして、青森県内では

今ＧＸ産業を全県的に取り組んでいこうというのは青森県・立地地域等と原

子力施設共生の将来像に関する共創会議の中に記載がされておりますけれど

も、産業をつくっていく。

また、観光産業という意味では、国立の観光公園のようなものをつくって

ほしい、こういったことを要望させていただいておりますし、平均寿命が全

国の都道府県で一番短い青森県におきましては、当地域においても健診セン

ターが必要ではないか、こういった議論をさせていただいておりますので、

経済という観点では、新しい産業をつくっていく。これまでも取り組んでま

いりましたけれども。青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に関す

る共創会議があるからということでもないですけれども、今年度からキャス

ク関連事業者の皆様に下北地域企業連携協議会の皆様と今訪問させていただ

いて、現状を把握して、どういったものがむつ市に合うかというのを今議論

させている最中でございますので、50年先に向かって産業をつくっていく、

そのことは濵田委員と認識が一致していると思いますし、しかしながら財政

がどうあれ、50年間でしっかりと搬出してもらう、この約束はしっかりと果

たしていただきたいと考えております。

〇委員長（佐々木 肇） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ご答弁ありがとうございます。キャスクの工場の誘致、

杉山元市長に１度質問したことがあります。ここでお預かりするキャスクは、

ここでつくったほうが肌に合うのではないかということも申し上げた記憶が

ございます。

それから、このことは可能か、不可能か分かりませんけれども、やはり地

域の経済、地域の力をいかに引き出すか、それが大きな問題ではないかなと

思っております。そのためには、地域がどんな力を持っているのかを知り尽

くさないと、こちらからも発想ができないのではないかと思います。

歴史も必要です。今スマート農業のお話をされましたけれども、水産関係

も、この広い海を持っていて、温暖化だからもう仕方がないでは、そうはい

きません。世界中では、水産物、生産量は増えております。日本だけです、

減っているのが。どこにどういう問題があるのか、そういうことも国ととも

に含めて地域の力を出す、地域の起業家を育てる、そういう方向もまた提案
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していただきたいと思います。市長、お考えを。

〇委員長（佐々木 肇） 答弁できるかな。市長。

〇市長（山本知也） スマート農業をはじめスマート漁業に今取り組んでおり

ますけれども、地域の力を引き出すという意味では、現在もそうであります

が、創業支援もやっております。具体的には行政も今取り組んでおりますけ

れども、特に今むつ市として取り組んでいることを申し上げさせていただき

ますと、先般も大畑の商工団体、観光団体、青色申告会の皆さんと対話の場

を設けておりますが、地域の商工団体はじめ地域の皆さんとどうやったらこ

の地域を輝かせていけるのか、どういった思いを皆さんが持っているのかと

いうのをまずは対話をする、このことに今注力をしております。

これまで以上に商工団体はじめ市民の皆さんと今対話をさせていただいて

おりますので、その中からきらりと光る新しい地域の力を見つけて、行政と

ともに連携して歩んでいく姿を、むつ市政を目指してまいりたいと思います。

青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に関する共創会議の中でもそ

ういった意見を県、国に伝えて、連携できるところは国と県とともに今後と

もやってまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇委員長（佐々木 肇） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ありがとうございます。私は、この青森県・立地地域等

と原子力施設共生の将来像に関する共創会議にとても期待しているところで

ございます。市長は、今のところは商工関係団体との連携ということですけ

れども、やはりちょっと古いお話ししますと、宮下順一郎元市長です、宮下

宗一郎前市長ではなくて……

（「一般質問だべな」の声あり）

〇委員（濵田栄子） いや、彼がこういうことを言ったことがあります。建設

業は地域の土台だと、基礎だと。私も、そのとおりですと話しました。だけ

れども、その次は一次産業、外からお金を稼いでくる産業は大黒柱だと。で

すから、商工関係は入ってきたお金を回すことが商業ですから、外からお金

を稼いでくる一次産業とも、この青森県・立地地域等と原子力施設共生の将

来像に関する共創会議の中で大きい問題がありますので、ぜひお話ししてい

ただきたいなと思って今日質疑いたしました。

終わります。

〇委員長（佐々木 肇） ほかにありませんか。佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） 私は大きな話ではなくて、現実的な話でちょっと伺い

ます。

先ほど中村委員がスタートはいつから、50年のスタートの話だったと理解



- 10 -

しましたけれども、私は現実的に市に入る歳入について伺いたいと思います。

歳入が基礎的に、要するに計算されるのはいつからなのか。例えば11月６日、

７日からなのか、そして簡単に言えば、日割り計算で計算されるのか、そし

て今年度歳入で見込まれる金額はどのぐらいかと、その点について伺います。

〇委員長（佐々木 肇） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

まず、市税のお尋ねかと存じますけれども、使用済燃料税につきましては、

９月に搬入、貯蔵がございましたので、９月から課税をするというふうに考

えております。

今回の12月補正におきまして、使用済燃料税の予算のほうを提案させてい

ただいておりますけれども、これは９月、10月、 11月、 12月の４か月分、

248万円を計上させていただいております。１、２、３月分につきましては、

納税義務者の申告が４月に行われ、その時点で課税が行われるということに

なりますので、令和７年度の歳入になるということになります。そういうふ

うなスキームとなりましたので、今年度は９月からの４か月分を課税させて

いただきたいと考えております。

以上でございます。

〇委員長（佐々木 肇） 佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） 248万円ということで、そうすれば１、２、３月を含

めた年度内に入る先ほどの合計額ですね、その分の確認と、それからこれは

私もちょっと確認できておりませんけれども、この金額については当初予算

で見込んでいたのか。そして、もし見込んでいれば、その使途について、ど

のような範囲で歳出となるのか、その辺について確認したいと思います。

〇委員長（佐々木 肇） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

使用済燃料税につきましては、令和６年度の当初予算では計上しておりま

せん。12月の補正予算からの計上となります。もし、１月、２月、３月まで

の分を加味した場合でございますけれども、トータルでは434万円というこ

とになると認識をしております。

また、使用済燃料税の使い道につきましては、これまで市民の皆様からご

意見のほうをいただいておりまして、特に産業の振興、子育て政策に関する

要望が多かったと認識をさせていただいておりますけれども、そのほかにも

防災安全対策等、市民の皆様のニーズに合った政策や事業に税収を今後充当

してまいりたいと考えております。

以上でございます。
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〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） 関連質疑でお許しいただきたいと思いますけれども、

最近陸奥湾内を震源地とする地震が２回ほど起きております。これが直接中

間貯蔵に影響するかどうか。外海にありますので、そんなに懸念はしていな

いものの、湾内から地震が起きたということについて、どういうような対応

をするのか、今後の検討課題としてお聞きしたいと思います。

〇委員長（佐々木 肇） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） 浅利委員のお尋ねにお答えいたします。

まず、中間貯蔵施設につきましては、海溝型の地震が想定される地域でご

ざいます。今般の陸奥湾の地震については、直下型がまず主な原因というふ

うに考えております。それで震度５以下の地震は、日本各地、どこで、いつ

起こっても不思議がないという状態でございます。陸奥湾内の津波に関する

想定も今朝方の新聞報道等でもございますとおり、高さに関しましては特に

明示されているものはございません。

しかしながら、津波が起こった場合、記事内容にもありますとおり、早期

の避難がやはり大切になってくるものと思われますので、この津波に関して

は、震源地がどこであろうと早期避難を念頭に行動していただくことが最も

重要なことと考えますので、その辺のところを市といたしましても広報して

まいりたいと考えてございます。

〇委員長（佐々木 肇） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） 以前青森県内の地震の活断層とか何か質問したときに、

入内断層というのがあるのです、青森市のあの辺りに。それ以外に断層はな

いような答弁だったと思うのですけれども、今こうして湾内で地震が多発と

いうか、２回ほど起きていることに対して、再度活断層について、青森県な

り、国なりに要請して調査をするというような方向で動いてもらいたいと思

いますけれども、どうでしょうか。

〇委員長（佐々木 肇） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたします。

陸奥湾周辺におきましては、近くで言いますと横浜断層という断層もござ

いますし、先ほど委員がおっしゃった断層もございます。こちらについては、

今後県また国と調査検討を重ねて、その断層について調査を深めていくよう

にお願いしていきたいというふうに考えてございます。

〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 中間貯蔵施設につきましては、１基目ができまして3,000ト

ン、次が２基目が2,000トンで、最終的に5,000トンの所蔵というところにな
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っていますけれども、敦賀発電所の２号機が先日安全審査に合格できなかっ

たという報道がありまして、日本原子力発電株式会社さんの原子力発電所で

すので、今後の日本原子力発電株式会社さんの運用にも関わりますし、最終

的には当地の中間貯蔵施設の搬入というところにも関わってくるのではない

かなというふうに思いました。搬入の計画がそもそも余り示されていません

けれども、今後の事業スケジュールにも影響が出てくるのではないかなと思

います。当然ながら、市の税収にも影響することだと思います。このことに

つきまして、事業者の側からどのような説明がこれまであったのか、そして

市としてどのように受け止めているかお伺いいたします。

〇委員長（佐々木 肇） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

先ほど5,000トンに向けての搬入計画というところでもお話ししましたと

おり、まだ将来の計画について事業者のほうから、また親会社である東京電

力株式会社、また日本原子力発電株式会社からは、具体的な報告というのは

されていない状況ですので、その辺事業者に検討していただいて、その後市

のほうにも報告していただいて、どのようなことになるのかということが明

らかになっていくというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。

〇委員長（佐々木 肇） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） そうしますと、繰り返しになりますけれども、敦賀発電

所の２号機が合格できなかったことについて、日本原子力発電株式会社さん、

あるいはＲＦＳから市に対して説明はありましたでしょうか。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） 日本原子力発電株式会社からは、必要な追加調査を実施

して、今後再稼働に向けて取り組むという方針という報告を受けてございま

す。

〇委員長（佐々木 肇） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 先ほど5,000トンに向けて具体的な報告がないというこ

とでしたけれども、そもそも数年前からこの委員会が始まっていて、始まっ

た当時は事業計画がないのに事業をやるということの整合性についてたくさ

ん議論がなされていたと認識しています。実際搬入されましたけれども、そ

このそごの部分が一旦論点からずれて、論点から外れて今に至っているので

はないかなと思います。

事業計画がないのに事業が走ってしまうというところも不思議なところで

もありますし、市としても歳入の見通しが当然ながら立てられないというこ
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とになるのではないかなと思います。財政中期見通し、先日拝見させていた

だきまして、決して市の財政、予断を許すものではないということだと思う

のですけれども、事業計画が示されないことについて、改めて最後に今の市

としての認識をお伺いいたします。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） まずは、事業計画というものは３年間の事業計画はいた

だいていると。当面の間の事業計画をいただいたことによって、今事業を開

始していると。３年間で８基、この計画はいただいておりますので、そのこ

とをもって今事業を開始したということでございます。

その上で、先般11月６日に正式に事業審査、事業を開始した際には、知事

と私から東京電力ホールディングス株式会社、日本原子力発電株式会社も含

めてリサイクル燃料貯蔵株式会社さんから報告をいただいておりますけれど

も、キャスクの調達の見通し、サイトの運用方針、速やかな検討を進めてい

ただいて、5,000トンの中長期的な搬入計画を求めたということでございま

す。まずは３年間の事業計画がございまして、中長期については、その際に

市としての意思を申し上げており、これはリサイクル燃料貯蔵株式会社さん

だけではなくて、東京電力ホールディングス株式会社、そして日本原子力発

電株式会社、両社にもお伝えしておりますので、早い段階で中長期的な事業

計画を出していただくよう、これからも求めてまいりたいと存じます。

〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 私は、１点だけお伺いします。

事業開始報告に対する市長発言のポイントという中に、今後一番の論点は

「搬出先の明確化に集中するものと認識しております」と書いてありますけ

れども、搬出先については、今までの答弁では、そのときに動いている再処

理工場という曖昧な答弁だけなのです。その曖昧な答弁で進んでいくのかと

いうことなのですけれども、今もう少しで第７次エネルギー基本計画が出さ

れますが、そのエネルギー基本計画の中に第２再処理工場、今の再処理工場

ではなく、次に続く第２再処理工場を造るという文言まで求めていくのか、

どういうところで市長は、この搬出先の不安に対して納得いって受け入れる

のか、そのことについてだけお聞きします。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） 今後の論点のところでございますけれども、次期エネル

ギー基本計画に明示的に示すと申し上げておりますのは、当市といたしまし

ては、六ヶ所再処理工場に搬出する、このことを明記いただくこととしてお

りますので、そのことでご理解いただければと存じます。
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〇委員長（佐々木 肇） 工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 六ヶ所再処理工場も見通しがなかなか立たない、本当に

動くのかどうかという見通しも立たない。そして第二再処理工場建設計画が

計画の中から消えてしまっている。こういう曖昧なところでも、この搬出先

ということについて納得して進めていくという、そういう思いなのかという

不安は残っているのですけれども、そのことについて、もう一回だけ答弁お

願いします。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） 工藤委員おっしゃるとおり、今後の論点をその場でリサ

イクル燃料貯蔵株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、そして日本

原子力発電株式会社さんに申し上げたのは、こういった搬出先の明確化に集

中する、まさにこのことだと認識しておりまして、その懸念をまずは事業者

の皆さんにお伝えしました。繰り返しになりますけれども、市の方針といた

しましては、50年たってから搬出するわけではなくて、40年たってから徐々

に搬出するということでございますので、そのとき六ヶ所再処理工場に搬出

する、この明確化を次期エネルギー基本計画に求めている、そういった状況

でございますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇委員長（佐々木 肇） 工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） それこそ今搬入された使用済燃料のほかに、またこれか

らもどんどん入ってくるのですけれども、やはり第７次エネルギー基本計画

にきちんと搬出先、方向性をもう少し具体的に書いていただきたいと。それ

でなければ、むつ市民は納得しないのではないのか、そういう懸念を私持ち

続けております。

もう進んでいる事業ですので、あれこれ言ってもしようがないかと思いま

すけれども、私はやはりそこのところをきちんと第７次エネルギー基本計画

に求めていく、どこのところで折り合いをつけるのか、そういうことで期待

していきたいと思います。その決意をお聞きいたします。

〇委員長（佐々木 肇） 市長。

〇市長（山本知也） 工藤委員と認識一致しておりまして、搬出先を明確化し

てほしい、なので私自身も、市といたしましても、六ヶ所再処理工場にとい

うのをしっかりと明記していただく、この認識は多分工藤委員と一致してお

ります。市民皆さんの不安を解消するために搬出先をしっかりと次期エネル

ギー基本計画に書いてください、このことを申し上げたいと思いますので、

工藤委員おっしゃることは、しっかりと対応しているのではないかなという

ふうに認識をしております。
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〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。

（「すみません。私２回目なのですけれども、私に対する答弁と今の

答弁が違っているので、確かめたいのです」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） 佐藤武委員。

〇委員（佐藤 武） 次期エネルギー基本計画に市としてどういう文言を入れ

るかという私の質疑に対して最初の答えは、計画が出たら、明示されたら、

市の要望を伝えるという話だったのです。今工藤委員の質疑に対しては、六

ヶ所再処理工場に運ぶというふうに答えられました。どちらが本当か教えて

ください。

〇委員長（佐々木 肇） いや、あなたもう３回やっているから。

〇委員（佐藤 武） 答える、答えないかは、議会の規則がありますから。

〇委員長（佐々木 肇） 答弁できますか。政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

私のほうから、次期エネルギー基本計画が出たら、それに対してご意見を

申し上げさせていただきたいということをお話しさせていただきましたけれ

ども、そもそも市長から話があったとおり、六ヶ所再処理工場への搬出とい

うのは、方針として以前よりお話ししていたことでございまして、またこの

ことにつきましては、明確に次期エネルギー基本計画にのると約束されたわ

けではありませんけれども、この検討の中の分科会においては、方針として

六ヶ所再処理工場に搬出する方針が示されたというふうに報道があったよう

なところもございます。そういうところも含めて、六ヶ所再処理工場に対す

る搬出というところを、搬出先の記載として強く要望させていただいている

というのが現状で、これが明確に示された場合には、そのことに対して市と

しての意見を、必要であれば申し述べさせていただくということになります。

以上でございます。

〇委員長（佐々木 肇） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） 質疑なしと認めます。

以上で本日の報告に対する質疑を終わります。

最後に、次回の審査内容について協議となりますが、その前に委員長とし

て申し上げます。リサイクル燃料備蓄センターの事業開始等に伴い、リサイ

クル燃料貯蔵株式会社の中間貯蔵施設について、現地での視察により、当該

施設の現在の状況を把握する必要があると考えます。

むつ市議会としては、直近では令和２年２月に視察を行っておりますが、

実際に事業が開始され、使用済燃料が搬入された状況の視察を行い、中間貯
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蔵事業に対する安全性等の識見を深めることとしたいと思いますが、委員の

皆様、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） それでは、本特別委員会としてリサイクル燃料貯蔵

株式会社のリサイクル燃料備蓄センターの現地視察を行うことにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） ご異議なしと認めます。

よって、本特別委員会としてリサイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃

料備蓄センターへの現地視察を行うことに決定いたしました。

なお、視察の日時等については、現在調整中であり、日程が確定次第、通

知させていただきますので、ご了承願います。

最後に、次回の審査内容についての協議となりますが、このことについて

ご意見等があれば、委員の発言をお願いします。

（「なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） 特に発言がありませんので、次回審査は当委員会が

所管する事項の動向を注視しつつ、適切な時期、内容により審査するという

ことで正副委員長にご一任いただき、決定次第、委員の皆様に通知すること

といたします。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） ご異議なしと認めます。よって、そのようにいたし

ます。

それでは、お諮りいたします。本日の使用済燃料中間貯蔵施設に関する調

査検討特別委員会はこれで散会したいと思います。これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇委員長（佐々木 肇） ご異議なしと認めます。よって、本日の使用済燃料

中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会は、これで散会いたします。

（午前１１時３２分 散会）
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上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。

使用済燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会

委 員 長 佐々木 肇
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